
見附市教育委員会告示第２１号 

見附市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。 

 令和８年６月５日 

             見附市教育委員会教育長  渡邊 茂夫 

   見附市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱の一部を改正する要綱 

見附市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱（令和５年見附市教育委員会告示第

８号）の一部を次のように改正する。 

第４条、第５条、第６条及び第７条中「教育長」を「市長」に改める。 

 別記第１号様式から別記第３号様式までの規定中「見附市教育委員会教育長」を

「見附市長」に改める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の見附市新生児聴覚検査費助成事業

実施要綱の規定は、令和８年４月１日から適用する。 


